
Title 関漢卿の三つの恋愛雑劇作品から見る元代の歌妓の身
分制度

Author(s) 曹, 瑾儀

Citation 演劇学論叢. 2025, 24, p. 84-104

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/100619

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



関
漢
卿
の
三
つ
の
恋
愛
雑
劇
作
品
か
ら
見
る
元
代
の
歌
妓
の
身
分
制
度

曹
　
瑾
儀

は
じ
め
に

元
代
は
古
代
中
国
の
一
つ
の
朝
代
で
あ
る
。
一
二
三
四
年
、
大
陸

北
方
に
起
源
を
持
つ
モ
ン
ゴ
ル
族
が
、
同
じ
く
中
国
北
方
の
少
数
民

族
で
あ
る
女
真
族
の
金
朝
を
滅
亡
さ
せ
、
統
治
政
権
を
樹
立
し
た
。

さ
ら
に
四
十
二
年
後
の
一
二
六
七
年
に
は
、
漢
族
の
政
権
で
あ
る
南

宋
を
滅
亡
さ
せ
、
中
国
全
土
を
統
一
し
た
。
元
朝
の
滅
亡
ま
で
の
約

百
三
十
年
間
に
、
中
国
本
土
で
発
生
し
、
広
く
流
布
し
た
主
な
演
劇

形
式
は
元
曲
、
ま
た
は
元
雑
劇
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
曲

は
創
作
過
程
で
中
国
北
部
の
音
楽
を
使
用
し
た
た
め
、
北
曲
と
も
称

さ
れ
た
。
元
雑
劇
は
、
中
国
古
代
の
演
劇
の
一
種
と
し
て
、
そ
の
種

類
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
。
明
代
の
朱
権
は
雑
劇
を
十
二
科
に
分

類
し
た（

（
（

。

　

一
曰
神
仙
道
化
、
二
曰
隠
居
楽
道
（
又
は
林
泉
丘
壑
）、
三
曰

披
袍
秉
笏
（
君
臣
雑
劇
の
こ
と
）、
四
曰
忠
臣
烈
士
、
五
曰
孝
義

廉
節
、
六
曰
叱
奸
駡
謗
、
七
曰
逐
臣
孤
子
、
八
曰
鉢
刀
赶
棒

（
脱
膊
雑
劇
の
こ
と
）、
九
曰
風
花
雪
月
、
十
曰
悲
歓
離
合
、
十
一

曰
烟
花
粉
黛
（
花
旦
雑
劇
の
こ
と
）、
十
二
曰
神
頭
鬼
面
（
神
仏
雑

劇
の
こ
と
）。

朱
権
の
分
類
は
、
元
雑
劇
の
内
容
が
豊
か
で
多
様
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
テ
ー
マ
を
網
羅
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
朱
権
は
元
雑

劇
を
大
ま
か
に
十
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
が
、
そ
の
中
の
第

十
一
類
は
「
煙
花
粉
黛
」（
花
旦
雑
劇
）
で
あ
る
。
元
代
に
は
多
く
の

劇
作
者
が
登
場
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
影
響
力
の
大
き
い
作
者
と
し

て
、
関か

ん

漢か
ん

卿け
い

以
外
に
、
馬ば

致ち

遠え
ん

（
代
表
作
『
漢
宮
秋
』）、
白は

く

朴ぼ
く

（
代
表

作
『
梧
桐
雨
』）、
鄭て

い

光こ
う

祖そ

（
代
表
作
『
倩
女
離
魂
』）、
王お

う

実じ
っ

甫ぽ

（
代
表
作

『
西
廂
記
』）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
関
漢
卿
は
元
代
を
代
表
す
る
劇
作
者

の
一
人
で
、
現
実
的
で
社
会
批
判
的
な
視
点
を
持
ち
、
特
に
弱
者
や

抑
圧
さ
れ
る
人
々
へ
の
共
感
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
関
漢
卿
の
作
品

は
、
当
時
の
社
会
の
矛
盾
や
不
条
理
を
描
く
こ
と
で
知
ら
れ
て
お

り
、
彼
の
筆
致
は
深
く
人
間
の
心
情
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
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本
研
究
の
対
象
と
し
て
、
こ
の
関
漢
卿
の
三
つ
の
雑
劇
を
と
し
て

取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
代
に
著
さ
れ
脚
本
が
現
存
す
る
関
漢

卿
の
『
趙
盼
児
風
月
救
風
塵
』（
略
し
て
『
救
風
塵
』）、『
錢
大
尹
智
寵

謝
天
香
』（
略
し
て
『
謝
天
香
』）、『
杜
瑞
娘
智
賞
金
線
池
』（
略
し
て

『
金
線
池
』）
の
三
つ
の
雑
劇
を
研
究
対
象
と
し
、
こ
れ
ら
を
恋
愛
劇

と
総
称
す
る
。
こ
の
三
つ
の
作
品
の
共
通
点
は
、
青
楼
を
背
景
に
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
青
楼
は
中
国
の
古
代
に
お
け
る
娼
館
や
遊
女

屋
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
都
市
部
に
存
在
す
る
高
級
娼
館
で
あ
り
、

歌
妓
た
ち
は
教
養
や
芸
事
に
長
け
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
歌
舞
や
詩

文
、
音
楽
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
青
楼
の
歌
妓

た
ち
は
、
単
な
る
売
春
婦
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
文
人
や
士
大
夫
と

の
交
流
を
通
じ
て
、
文
化
的
な
役
割
も
果
た
し
、
社
会
的
に
も
重
要

な
場
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
文
化
の
一
端
を
反
映
す
る
場
所
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
で
と
り
あ
げ
る
三
つ
の
雑
劇
の
内
容
を
通

し
て
、
社
会
と
家
庭
お
よ
び
婚
姻
制
度
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
具
体
的
に
は
、
恋
愛
劇
に
お
け
る
青
楼
作
品
は
、
歌
妓
の
活
動

場
所
と
生
活
環
境
を
舞
台
に
し
て
お
り
、
作
品
の
主
役
お
よ
び
執
筆

の
重
心
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
主
人
公
に
限
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
歌
妓
の
生
育
環
境
、
感
情
体
験
、
お
よ
び
運
命
の
遭
遇

が
、
劇
作
家
の
関
心
の
中
心
で
あ
る
と
い
え
る
。

関
漢
卿
の
歌
妓
に
関
す
る
恋
愛
劇
の
研
究
は
多
く
な
い
が
、
元
雑

劇
の
研
究
の
中
で
は
恋
愛
劇
に
関
す
る
研
究
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
元
雑
劇
全
体
を
研
究
す
る
王
国
維
の
『
宋
元
戯

曲
史
』
は
主
に
史
学
的
視
点
か
ら
元
雑
劇
の
歴
史
的
な
起
源
、
曲

目
、
お
よ
び
評
論
を
整
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
川
幸
次
郎
の
『
元

雑
劇
研
究
』
は
元
雑
劇
の
テ
キ
ス
ト
分
析
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

元
雑
劇
の
恋
愛
劇
に
関
す
る
研
究
成
果
と
し
て
は
、
桜
木
陽
子
の

『
中
国
古
典
芸
能
論
考
―
元
代
の
楊
貴
妃
の
物
語
を
中
心
と
し
て
―
』

が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
第
四
部
の
「
恋
愛
を
描
く
関
漢
卿
の
雑
劇
」

は
、
関
漢
卿
の
恋
愛
劇
に
お
け
る
「
も
の
思
い
」
の
位
置
と
女
性
の

嫉
妬
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
関
漢
卿
の
恋
愛
劇
を
研
究
し
て
い

る
。
こ
の
研
究
は
、
恋
愛
劇
自
体
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

歌
妓
を
主
体
と
し
て
の
恋
愛
劇
の
物
語
の
配
置
に
つ
い
て
、
張
維
娟

の
『
元
雑
劇
作
家
の
女
性
意
識
』
は
、
作
家
が
儒
教
社
会
を
代
表

し
、
最
も
反
抗
的
な
娼
妓
群
体
を
一
方
的
に
倫
理
に
組
み
込
も
う
と

す
る
陰
謀
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
歌
妓
と
演
劇
の
関
係
を

過
度
に
受
動
的
に
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
、
創
作
過
程
に
お
い
て
多

く
の
劇
作
家
の
主
観
的
な
創
作
が
あ
る
も
の
の
、
演
劇
作
品
は
時
代

と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
筆
者
と
考
え
を
同
じ
く

す
る
。
歌
妓
文
化
は
そ
の
時
代
の
特
徴
を
持
ち
、
現
実
の
生
活
で
実

際
に
存
在
し
た
文
化
現
象
で
あ
り
、
単
に
劇
作
家
に
よ
っ
て
「
利

用
」
さ
れ
る
道
具
の
一
つ
で
は
な
い
。
現
在
我
々
が
目
に
す
る
歌
妓

に
関
す
る
恋
愛
劇
は
、
関
漢
卿
個
人
の
功
績
だ
け
で
な
く
、
歌
妓
た

ち
の
生
活
や
彼
女
た
ち
の
演
劇
へ
の
参
加
も
ま
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
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重
要
な
構
成
部
分
を
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
は
関
漢

卿
の
恋
愛
劇
に
お
け
る
歌
妓
に
関
す
る
演
劇
を
通
じ
て
、
そ
の
歌
妓

た
ち
に
関
連
す
る
文
化
特
質
や
身
分
制
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、

理
想
的
な
演
劇
と
現
実
の
歌
妓
の
間
に
お
け
る
大
き
な
差
異
を
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

一　

三
つ
の
雑
劇
の
あ
ら
す
じ

現
存
す
る
関
漢
卿
の
雑
劇
作
品
は
合
計
十
八
部（

（
（

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
元
雑
劇
の
資
料
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
最
も
早
い
資
料
に

は
元
末
期
の
鐘
嗣
成
の
『
録
鬼
簿
』
が
あ
り
、
そ
の
後
、
明
初
期
の

朱
権
の
『
太
和
正
音
譜
』
な
ど
各
時
代
の
資
料
が
続
く
が
、
各
資
料

に
お
け
る
関
漢
卿
の
雑
劇
作
品
の
記
録
数
は
異
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、『
録
鬼
簿
』（
天
一
閣
本
）
に
は
六
十
二
部
、『
録
鬼
簿
』（
曹
寅
本
）

に
は
五
十
八
部
、『
太
和
正
音
譜
』
に
は
六
十
部
が
関
漢
卿
の
作
品

と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
雑
劇
作
品
の
中
で
、
い
く
つ

か
の
作
品
に
つ
い
て
は
本
当
に
関
漢
卿
の
作
で
あ
る
か
、
一
部
の
研

究
者
に
よ
っ
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
関
漢
卿
の

具
体
的
な
雑
劇
の
創
作
数
は
ま
だ
確
定
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

が
、
異
版
毎
に
検
証
可
能
な
テ
キ
ス
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
雑
劇
と
し

て
、『
竇
娥
冤
』『
単
刀
会
』『
玉
鏡
台
』
な
ど
合
計
十
八
部
が
数
え

ら
れ
る
。
本
研
究
で
引
用
す
る
関
漢
卿
の
元
雑
劇
テ
キ
ス
ト
資
料

は
、
そ
の
十
八
部
の
う
ち
で
あ
り
、
明
代
の
臧
懋
循
に
よ
る
『
元
曲

選
』
に
収
録
さ
れ
た
三
つ
の
雑
劇
作
品
を
基
と
す
る
。

ま
ず
は
、
三
作
品
の
登
場
人
物
と
梗
概
を
示
す
。

『
趙
盼
児
風
月
救
風
塵
』（
本
論
文
で
は
『
救
風
塵
』
と
略
す
）

登
場
人
物
：

趙
盼
児　

����

歌
妓
で
、
知
恵
と
勇
気
を
持
つ
主
人
公
。
宋
引
章
を
救
お

う
と
す
る
。

宋
引
章　

�

若
い
歌
妓
で
、
安
秀
実
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
周
舍
に
騙

さ
れ
て
し
ま
う
。

周
舍　
　

�

鄭
州
の
官
僚
で
、
宋
引
章
を
騙
し
て
結
婚
し
、
虐
待
す
る
。

安
秀
実　

貧
し
い
秀
才
で
、
宋
引
章
の
元
婚
約
者
。

宋
母　
　

宋
引
章
の
母
親
。

梗
概
：

若
い
妓
女
の
宋
引
章
は
、
秀
才
の
安
秀
実
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
た

が
、
官
僚
で
富
商
で
も
あ
る
商
人
の
周
舎
に
甘
い
言
葉
で
騙
さ
れ
、

宋
引
章
は
彼
に
心
を
奪
わ
れ
て
嫁
ぐ
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
し
か

し
、
結
婚
後
、
周
舎
は
結
婚
前
の
優
し
い
態
度
を
一
変
さ
せ
、
宋
引

章
に
五
十
回
の
鞭
打
ち
を
加
え
、
様
々
な
方
法
で
彼
女
を
苦
し
め

た
。
急
い
で
結
婚
生
活
に
飛
び
込
ん
だ
宋
引
章
は
、
こ
の
時
初
め
て

周
舎
の
本
性
を
認
識
し
、
生
活
の
苦
痛
と
不
安
を
感
じ
た
が
、
後
悔
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し
て
も
す
で
に
手
遅
れ
で
あ
っ
た
。
や
む
を
得
ず
、
彼
女
は
同
伴
の

趙
盼
児
に
手
紙
を
書
き
、
助
け
を
求
め
た
。
趙
盼
児
は
そ
の
聡
明
さ

と
勇
気
を
駆
使
し
、
美
貌
を
利
用
し
て
周
舎
の
貪
欲
で
好
色
な
性
格

を
見
抜
き
、
宋
引
章
と
周
舎
の
争
い
を
引
き
起
こ
し
て
周
舎
か
ら
休

書（
（
（

を
騙
し
取
る
作
戦
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
趙
盼
児
は
周
舎
が
宋
引

章
と
離
婚
し
た
後
、
偽
の
休
書
を
宋
引
章
に
渡
し
、
周
舎
が
追
い
か

け
て
き
て
休
書
を
破
壊
し
た
時
に
備
え
た
。
周
舎
が
衙
門（

（
（

に
訴
え
た

際
、
趙
盼
児
は
安
秀
実
を
連
れ
て
き
て
周
舎
を
訴
え
、
真
の
休
書
を

提
示
し
て
周
舎
に
官
府
の
罰
を
受
け
さ
せ
、
宋
引
章
を
救
い
出
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
安
秀
実
と
宋
引
章
は
再
び
恋
人
と
な
る
こ
と
が

で
き
た
。

『
錢
大
尹
智
寵
謝
天
香
』（
本
論
文
で
は
『
謝
天
香
』
と
略
す
）

登
場
人
物
：

謝
天
香　

�

歌
妓
で
、
物
語
の
主
人
公
。
独
立
心
が
強
く
、
聡
明
で
毅

然
と
し
た
女
性
。

柳
永　
　

�

書
生
で
、
謝
天
香
の
恋
人
。
彼
女
と
の
愛
を
貫
く
が
、
科

挙
の
た
め
に
上
京
す
る
。

銭
可　
　

�

開
封
府
尹
で
、
柳
永
の
親
友
。
謝
天
香
を
保
護
し
、
彼
女

と
柳
永
の
愛
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

梗
概
：

柳
永
の
親
友
で
あ
る
錢
可
が
開
封（

（
（

府
尹（

（
（

を
務
め
て
い
た
こ
ろ
、
柳

永
は
上
京
し
て
科
挙
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
柳
永
は

歌
妓
の
謝
天
香
と
深
い
愛
情
を
育
ん
で
お
り
、
離
れ
た
後
も
友
人
の

錢
可
に
謝
天
香
を
世
話
し
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
だ
が
、
錢
可
は
こ

れ
を
拒
否
し
、
柳
永
を
「
一
人
の
歌
妓
の
た
め
に
何
度
も
通
う
」
と

責
め
、
友
情
を
顧
み
な
か
っ
た
。
柳
永
が
去
っ
た
後
、
錢
可
は
謝
天

香
を
守
る
た
め
に
金
を
使
い
、
彼
女
を
楽
籍
か
ら
解
放
し
、
名
目
上

の
小
夫
人
と
し
て
彼
女
を
迎
え
入
れ
、
礼
儀
正
し
く
接
し
た
が
、
夫

婦
と
し
て
は
振
る
舞
わ
な
か
っ
た
。

三
年
後
、
柳
永
が
状
元（

（
（

と
な
っ
て
戻
り
、
錢
可
が
謝
天
香
を
小
夫

人
に
迎
え
入
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
激
怒
し
た
。
宴
席
の
日
、
錢
可
は

柳
永
に
事
情
を
説
明
し
た
。
錢
可
が
あ
の
日
柳
永
を
責
め
た
の
は
、

彼
を
奮
起
さ
せ
て
上
京
し
功
名
を
手
に
入
れ
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、

品
官
が
娼
妓
を
妻
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
ま
た
、
謝
天

香
が
他
の
富
裕
な
男
性
に
奪
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
彼
女
を
楽
籍
か

ら
解
放
し
、
深
閨
に
て
柳
永
の
帰
り
を
待
た
せ
る
こ
と
に
し
た
の

だ
っ
た
。
錢
可
の
説
明
を
受
け
た
後
、
柳
永
と
謝
天
香
は
す
べ
て
を

理
解
し
、
錢
可
の
取
り
計
ら
い
の
も
と
で
柳
永
と
謝
天
香
は
結
ば 

れ
た
。
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『
杜
蕊
娘
智
賞
金
線
池
』（
本
論
文
で
は
『
金
線
池
』
と
略
す
）

登
場
人
物
：

杜
蕊
娘　

歌
妓
で
、
聡
明
で
勇
敢
な
女
性
。

韓
輔
臣　

�
秀
才
で
、
杜
蕊
娘
の
恋
人
。
善
良
な
性
格
だ
が
、
困
難
に

直
面
す
る
。

石
好
問　

�

済
南
府
尹
で
、
韓
輔
臣
の
友
人
。
杜
蕊
娘
と
韓
輔
臣
を
助

け
る
。

鸨
母　
　

�

売
春
宿
の
経
営
者
で
、
杜
蕊
娘
と
韓
輔
臣
の
関
係
に
誤
解

を
生
じ
さ
せ
、
干
渉
す
る
。

梗
概
：

濟
南
府
尹
の
石
好
問
は
、
秀
才
の
韓
輔
臣
の
同
窓
で
友
人
で
あ

る
。
韓
輔
臣
が
遊
学
の
途
上
で
濟
南
を
訪
れ
た
際
、
彼
は
ま
だ
お
金

を
十
分
に
持
っ
て
い
た
た
め
、
老
鸨
は
彼
に
対
し
て
恭
敬
に
接
し

た
。
し
か
し
、
老
鸨
は
韓
輔
臣
の
お
金
が
足
り
な
く
な
る
と
、
本
性

を
現
し
、
彼
を
宿
泊
さ
せ
な
く
な
り
、
杜
蕊
娘
に
対
し
て
は
「
韓
輔

臣
に
は
す
で
に
意
中
の
人
が
い
る
」
と
騙
し
た
。
杜
蕊
娘
は
、
韓
輔

臣
が
何
の
挨
拶
も
な
く
立
ち
去
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
を
信
じ
て
し

ま
っ
た
。
韓
輔
臣
は
杜
蕊
娘
が
心
変
わ
り
し
た
と
思
い
込
ん
だ
。
石

好
問
が
濟
南
に
戻
っ
た
際
、
彼
は
金
線
池
で
宴
を
開
き
、
杜
蕊
娘
と

韓
輔
臣
を
再
会
さ
せ
た
。
杜
蕊
娘
は
心
の
中
で
韓
輔
臣
を
非
常
に
恋

し
く
思
っ
て
い
た
も
の
の
、
誤
解
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
彼
を
無
視

し
た
。
石
好
問
は
二
人
が
仲
直
り
で
き
る
よ
う
に
、
杜
蕊
娘
を
逮
捕

す
る
ふ
り
を
し
た
。
杜
蕊
娘
は
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
、
韓
輔

臣
に
助
け
を
求
め
た
。
石
好
問
は
老
鸨
に
金
銭
を
渡
し
て
杜
蕊
娘
の

身
請
け
を
手
配
し
、
最
終
的
に
杜
蕊
娘
と
韓
輔
臣
は
結
婚
し
た
。

二　

雑
劇
に
お
け
る
理
想
的
な
歌
妓
の
身
分

ま
ず
、
分
析
の
焦
点
を
当
て
る
べ
き
は
、
三
つ
の
雑
劇
に
登
場
す

る
女
主
人
公
た
ち
の
身
分
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
雑
劇
の

女
主
人
公
で
あ
る
謝
天
香
、
趙
盼
児
、
杜
蕊
娘
の
三
人
の
職
業
は
い

ず
れ
も
歌
妓
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
国
古
代
に
お
い

て
、
歌
妓
と
藝
能
人
の
境
界
は
極
め
て
曖
昧
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
代
白
居
易
の
『
燕
子
楼
三
首
』
の
詩
序
に
は（

（
（

、

　

徐
州
故
張
尚
書
類
有
愛
妓
曰
盼
盼
，
善
歌
舞
，
雅
多
風
態
。

予
為
校
書
郎
時
，
游
徐
，
泗
間
。
張
尚
書
宴
予
酒
酣
，
出
盼
盼

以
佐
歓
，
歓
甚
。
予
因
贈
詩
云
：
醉
嬌
勝
不
得
，
風
裊
牡
丹

花
。ʻ

尽
歓
而
去
，
尔
后
絶
不
相
聞
，
迨
兹
僅
一
紀
矣
。

　
（
徐
州
の
故
人
張
尚
書
に
は
盼
盼
と
い
う
愛
妓
が
あ
り
、
歌
舞
に
秀
で
、

雅
で
風
情
が
多
か
っ
た
。
私
は
校
書
郎
で
あ
っ
た
時
、
徐
州
と
泗
水
を
遊

覧
し
た
。
張
尚
書
は
私
を
酒
宴
に
招
き
、
酔
い
が
回
る
と
盼
盼
を
呼
び
出

し
、
宴
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。
私
は
非
常
に
楽
し
み
、「
醉
嬌
勝
不
得
，

88



風
裊
牡
丹
花
」
と
い
う
詩
を
贈
っ
た
。
満
喫
し
て
去
っ
た
後
、
そ
れ
以
降

全
く
音
信
が
途
絶
え
、
今
や
一
紀
が
過
ぎ
た
。）

こ
の
詩
序
は
歌
妓
関
盼
盼
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
当
時
流
行
し

た
唐
代
の
伝
奇
物
語
の
素
材
と
な
る
。
関
盼
盼
が
「
善
歌
舞
」、「
雅

多
風
態
」
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
女
が
良
い
歌
舞
の
訓
練
を
受
け
て
い

た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。「
張
尚
書
宴
予
酒
酣
、
出
盼
盼
以
佐
歓
」

は
、
当
時
関
盼
盼
の
よ
う
な
美
貌
を
持
ち
、
歌
舞
に
長
け
た
歌
妓

が
、
主
に
高
官
や
貴
族
の
享
楽
を
伴
う
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
文
中
で
関
盼
盼
は
「
愛
妓
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
時
、
歌
舞
に
優
れ
、
伴
侶
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

歌
妓
が
民
間
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
女
た
ち
は
芸
能

人
と
し
て
の
仕
事
を
担
い
つ
つ
、
歌
妓
と
し
て
の
仕
事
も
こ
な
し
て

お
り
、
接
客
と
芸
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
の
情
景
は
、『
金
線
池
』
で
、
杜
蕊
娘
と
韓
輔

臣
が
初
め
て
出
会
っ
た
場
面
と
も
類
似
し
て
い
る（

（
（

。

〔
府
尹
云
〕
筵
前
無
樂
，
不
成
歡
樂
。
張
千
，
與
我
喚
的
那
上

廳
行
首
杜
蕊
娘
來
，
服
侍
兄
弟
飲
幾
杯
酒
。

（
宴
席
に
音
楽
が
な
け
れ
ば
、
楽
し
み
も
不
完
全
だ
。
張
千
、
あ
の
上
廳

の
首
席
歌
妓
の
杜
蕊
娘
を
呼
ん
で
き
て
、
友
達
に
酒
を
注
い
で
楽
し
ま
せ

て
く
れ
。）

〔
張
千
云
〕
理
會
的
。
出
的
這
門
來
，
這
是
杜
蕊
娘
門
首
。
杜

大
姐
在
家
麼
？

（
了
解
し
ま
し
た
。
こ
の
門
を
出
て
、
こ
れ
は
杜
蕊
娘
の
家
の
前
だ
。
杜

姉
さ
ん
、
家
に
い
ま
す
か
？
）

〔
正
旦
扮
杜
蕊
娘
上
，
云
〕
誰
喚
門
哩
？
我
開
了
這
門
看
，

（
誰
が
門
を
叩
い
て
い
る
の
？
こ
の
門
を
開
け
て
み
ま
し
ょ
う
。）

〔
做
見
科
〕〔
張
千
云
〕
府
堂
上
喚
官
身
哩
。

（
府
尹
様
が
あ
な
た
を
お
呼
び
で
す
。）

〔
正
旦
云
〕
要
官
衫
麼
？

（
官
服
が
必
要
で
す
か
？
）

〔
張
千
云
〕
是
小
酒
，
免
了
官
衫
。

（
い
や
、
小
さ
な
宴
席
な
の
で
、
官
服
は
不
要
で
す
。）

〔
做
行
科
〕〔
張
千
云
〕
大
姐
，
你
立
在
這
裏
，
待
我
報
復
去
。

（
姉
さ
ん
、
こ
こ
で
待
っ
て
い
て
、
報
告
し
て
き
ま
す
。）

〔
做
報
科
〕〔
府
尹
云
〕
著
他
進
來
。

（
彼
女
を
通
せ
。）

〔
正
旦
做
見
科
，
云
〕
相
公
，
喚
妾
身
有
何
分
付
？

（
相
公
、
お
呼
び
で
す
か
？
）

〔
府
尹
云
〕
喚
你
來
別
無
他
事
，
這
一
位
白
衣
卿
相
，
是
我
的

同
窗
故
交
，
你
把
體
面
相
見
咱
。

（
別
に
用
事
は
な
い
が
、
こ
の
白
衣
卿
相
は
私
の
同
窓
で
昔
の
友
人
だ
。

丁
重
に
挨
拶
し
な
さ
い
。）
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〔
正
旦
做
拜
科
〕〔
韓
輔
臣
慌
回
禮
云
〕
嫂
嫂
請
起
！

（
ど
う
ぞ
お
立
ち
く
だ
さ
い
、
嫂
嫂
！
）

〔
府
尹
云
〕
兄
弟
也
，
這
是
上
廳
行
首
杜
蕊
娘
。

（
友
よ
、
こ
の
方
は
上
廳
の
首
席
歌
妓
、
杜
蕊
娘
だ
。）

〔
韓
輔
臣
云
〕
哥
哥
，
我
則
道
是
嫂
嫂
。

（
兄
上
、
嫂
嫂
だ
と
思
い
ま
し
た
。）

〔
背
云
〕
一
個
好
婦
人
也
！

（
な
ん
て
美
し
い
女
性
だ
！
）

〔
正
旦
云
〕
一
個
好
秀
才
也
！

（
な
ん
て
立
派
な
秀
才
だ
！
）

〔
府
尹
云
〕
將
酒
來
！
蕊
娘
，
行
酒
。

（
酒
を
持
っ
て
こ
い
！
蕊
娘
、
酒
を
注
ぎ
な
さ
い
。）

こ
の
場
面
は
、
杜
蕊
娘
と
韓
輔
臣
の
初
め
て
の
出
会
い
の
様
子
を

描
写
し
て
い
る
。
杜
蕊
娘
は
上
庁
行
首（

（1
（

と
し
て
、
当
時
著
名
な
歌
妓

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
杜
蕊
娘
の
登
場
は
、
た
だ
済
南
府
尹
の
石

好
問
が
旧
友
の
韓
輔
臣
を
も
て
な
す
酒
席
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
も

の
だ
っ
た
。

一
定
の
音
楽
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
当
時
の
楽
籍
に
属
す

る
歌
妓
た
ち
に
と
っ
て
必
須
の
基
本
技
能
と
思
わ
れ
た
。
宋
代
に

は
、
楽
籍
に
属
す
る
楽
人
が
大
量
の
基
本
曲
目
を
習
得
す
る
こ
と
が

明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
杜
牧
の
『
張
好
好
詩
』
并
序
に
は（

（1
（

　

牧
太
和
三
年
（
八
二
九
年
），
佐
故
吏
部
沈
公
江
西
幕
，
好
好

年
十
三
，
始
以
善
歌
来
楽
籍
中
。

　
（
牧
は
太
和
三
年
に
、
吏
部
の
沈
公
の
江
西
幕
に
仕
え
て
い
た
。
好
好

は
十
三
歳
で
、
歌
が
上
手
で
あ
る
た
め
楽
籍
に
入
っ
た
。）

張
好
好
は
当
時
有
名
な
歌
妓
で
あ
り
、
杜
牧
の
詩
で
は
張
好
好
が

歌
が
上
手
で
あ
る
た
め
「
楽
籍
に
入
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
楽
籍
に
入
っ
た
」
は
、
楽
籍
の
管
理
下
に
入
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

元
代
の
夏
庭
芝
は
『
青
楼
集
』
中
で
雑
劇
の
芸
人
顧
山
山
に
つ
い

て
こ
う
書
い
て
い
る（

（1
（

。

　

本
良
家
子
，
因
父
而
俱
失
身
。
始
嫁
楽
人
李
小
大
，
李
没
，

華
亭
県
長
哈
喇
不
花
，
置
于
側
室
，
凡
十
二
年
。
后
复
居
楽

籍
，
至
今
老
于
松
江
，
而
花
旦
雑
劇
，
犹
少
年
時
体
態
。

　
（
も
と
も
と
は
良
家
の
子
で
あ
っ
た
が
、
父
親
と
共
に
身
代
を
失
っ
た
。

最
初
は
楽
人
李
小
大
に
嫁
ぎ
、
李
が
亡
く
な
っ
た
後
は
華
亭
県
の
長
で
あ

る
哈
喇
不
花
の
側
室
と
な
り
、
十
二
年
間
を
過
ご
し
た
。
そ
の
後
再
び
楽

籍
に
入
り
、
現
在
は
松
江
で
老
い
て
い
る
が
、
花
旦
雑
劇
の
演
技
は
若
い

頃
の
体
態
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。）

文
中
で
顧
山
山
は
「
良
家
の
子
」
で
あ
っ
た
が
、
楽
籍
に
入
っ
た
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と
さ
れ
て
い
る
。
作
者
が
「
も
と
も
と
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
楽
籍
に
入
る
物
は
本
来
良
家
の
出
身
で
は
な
く
、

賤
民
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

『
金
線
池
』
第
三
折
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

〔
石
府
尹
云
〕
賢
弟
不
知
，
楽
戸
們
一
経
責
罰
過
了
，
便
是
受

罪
之
人
，
做
不
得
大
人
妻
妾
。

（
賢
弟
よ
、
楽
戸
た
ち
は
一
度
で
も
罰
を
受
け
る
と
、
罪
人
と
な
り
、
大

人
（
身
分
が
高
い
人
）
の
妻
妾
に
は
な
れ
な
い
の
だ
。）

石
好
問
が
友
人
韓
輔
臣
に
対
し
て
「
一
経
責
罰
」
と
楽
戸
に
言
及

す
る
際
、
そ
の
言
外
の
意
は
、
賤
民
と
し
て
の
楽
戸
が
生
ま
れ
な
が

ら
に
罪
を
背
負
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
楽
戸
自
身

が
実
際
に
罪
を
犯
し
た
か
い
な
か
に
関
わ
ら
ず
、
楽
戸
と
い
う
身
分

そ
の
も
の
が
不
可
避
な
罪
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
暗
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
楽
籍
に
属
す
る
人
々
が

歌
舞
の
才
能
を
持
ち
な
が
ら
も
、
賤
民
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
楽
戸
は
楽
人
の
戸
籍
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
り
、
古
代
中
国
の
音
楽
と
演
劇
の
伝
承
を
主
体
的
に

担
っ
て
き
た
人
々
を
指
す
。
楽
籍
は
、
楽
戸
制
度
下
の
楽
人
の
戸
籍

の
呼
称
で
あ
り
、
楽
籍
制
度
下
の
楽
人
群
体
お
よ
び
そ
の
名
籍
、
籍

冊
に
所
属
す
る
機
関
の
代
称
で
も
あ
る
。
大
部
分
の
楽
戸
は
賤
民
の

範
疇
に
属
し
て
い
た
。
楽
人
が
一
度
楽
籍
に
入
る
と
、
そ
の
生
涯
を

最
も
卑
し
い
社
会
階
層
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
と
見
ら
れ
る
。

楽
戸
に
関
す
る
最
も
早
い
記
録
は
北
魏
時
代
に
見
ら
れ
、
こ
れ
は

罰
の
一
環
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
隋
唐
時
代
に
は
、
宮
廷
内
に
太

常
寺
や
教
坊
な
ど
の
音
楽
機
関
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
朝
廷
の
管

理
下
に
あ
り
、
楽
人
た
ち
は
楽
戸
の
身
分
を
持
ち
、
賤
民
階
級
に
属

し
て
い
た
。
そ
の
同
時
に
、
朝
廷
管
理
の
音
楽
機
関
以
外
に
も
、
地

方
官
府
が
管
理
す
る
楽
人
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
楽
籍
上
の
所
属
は

異
な
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
賤
民
だ
っ
た（

（1
（

。
宋
代
に
至
る
と
、
音

楽
は
宮
廷
か
ら
民
衆
に
広
が
り
、
宋
代
も
前
代
の
制
度
を
引
き
継
い

で
、
宮
廷
内
に
太
常
寺
や
教
坊
を
設
置
し
た
。
宋
代
の
教
坊
に
属
す

る
楽
籍
が
賤
民
で
あ
る
と
い
う
記
録
は
少
な
い
も
の
の
、
太
常
寺
か

ら
教
坊
に
至
る
ま
で
の
制
度
は
唐
代
の
制
度
を
踏
襲
し
て
お
り
、
宋

代
以
降
、
楽
人
た
ち
の
賤
民
と
し
て
の
身
分
は
多
く
の
典
籍
に
記
録

さ
れ
て
い
る
。
制
度
の
発
展
の
一
般
的
な
傾
向
か
ら
見
て
、
宋
代
の

楽
籍
も
賤
民
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
元
代

は
宋
代
の
制
度
を
引
き
継
ぎ
、
楽
人
た
ち
は
楽
戸
の
管
理
下
に
あ
っ

た
。
元
代
に
至
る
と
、
教
坊
の
規
模
は
さ
ら
に
大
き
く
な
り
、
教
坊

の
楽
人
た
ち
は
民
間
で
も
非
常
に
活
躍
し
て
い
た
。

『
金
線
池
』
第
三
折
の
内
容
に
戻
る
と
、
関
漢
卿
は
楽
戸
が
罰
を

受
け
た
賤
民
で
あ
り
、「
大
人
」
の
妻
妾
に
は
な
れ
な
い
こ
と
を
非

常
に
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
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ル
人
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
時
代
も
唐
宋
以
来
の
楽
籍
制
度
が
続
い

て
い
た
よ
う
だ
。
元
代
に
は
人
々
を
蒙
古
、
色
目
、
漢
人
、
南
人
の

四
等
に
分
け
て
い
て
、
こ
れ
ら
四
色
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
待
遇
に

違
い
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
良
民
に
分
類
さ
れ
、
社
会
的
地
位
に

差
異
は
あ
っ
た
も
の
の
、
貴
族
と
平
民
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。
し

か
し
、
罰
を
受
け
た
楽
戸
は
そ
れ
ら
四
色
人
と
は
異
な
り
、
社
会
的

地
位
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

上
記
の
例
は
、
楽
戸
の
規
模
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
に
つ
れ

て
、
民
間
の
歌
妓
が
芸
能
と
娼
妓
の
二
つ
の
職
業
を
兼
ね
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
職
業
の
境
界
は
明
確
で
は
な
く
、

大
部
分
の
歌
妓
も
楽
戸
の
管
轄
に
属
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
雑
劇

の
内
容
や
当
時
の
社
会
環
境
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
雑

劇
の
女
主
人
公
、
趙
盼
児
、
宋
引
章
、
謝
天
香
、
杜
蕊
娘
は
、
結
婚

に
よ
っ
て
身
分
を
変
え
る
前
は
楽
戸
の
身
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
元
代
の
統
治
者
は
商
業
を
重
視
し
、
都
市
経
済
は
急
速
に
発
展

し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
都
市
の
商
業
活
動
に
お
い
て
歌
妓
産
業
が
盛

ん
に
な
っ
た
。
当
時
、
勾
欄
瓦
舍
（
歓
楽
街
）
が
至
る
所
に
出
現
し

た
。
夏
庭
芝
の
『
青
楼
集
』
に
は
、「
淮
浙
」「
江
浙
」
で
歌
舞
や
雑

劇
な
ど
の
芸
術
活
動
を
行
う
歌
妓
が
十
数
人
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
時
の
演
劇
の
隆
盛
ぶ
り
が
伺
え
る
。

朱
権
は
『
太
和
正
音
譜
』
中
で
、
元
代
に
歌
妓
が
雑
劇
を
演
じ
る

こ
と
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

　

雑
劇
，
俳
優
所
扮
者
，
謂
之
「
娼
戲
」，
故
曰
「
勾
欄
」。
子

昂
趙
先
生
曰
：「
良
家
子
弟
所
扮
雑
劇
，
謂
之
ʻ
行
家
生
活ʻ

，

娼
優
所
扮
者
，
謂
之
ʻ
戾
家
把
戲
。
良
人
貴
其
耻
，
故
扮
者

寡
，
今
少
矣
，
反
以
娼
優
扮
者
謂
之
「
行
家
」，
失
之
遠
也
。」

或
問
其
何
故
哉
？
則
應
之
曰
：「
雑
劇
出
于
鴻
儒
碩
士
，
騷
人

墨
客
所
作
，
皆
良
人
也
，
若
非
我
輩
所
作
，
娼
優
豈
能
扮
乎
？

推
其
本
而
明
其
理
，
故
以
為
「
戾
家
」
也
。」
关
漢
卿
曰
：「
非

是
他
当
行
本
事
，
我
家
生
活
，
他
不
過
為
奴
隶
之
役
，
供
笑
献

勤
，
以
奉
我
輩
耳
。
子
弟
所
扮
，
是
我
一
家
風
月
。」
虽
是
戲

言
，
亦
合
于
理
，
故
取
之
。

　
（
雑
劇
は
、
俳
優
が
演
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
娼
戲
」
と
呼
ば
れ
、「
勾

欄
」
と
も
言
う
。
子
昂
趙
先
生
曰
く
、「
良
家
子
弟
が
演
じ
る
雑
劇
は
「
行

家
生
活
」
と
い
い
、
娼
優
が
演
じ
る
も
の
は
「
戾
家
把
劇
」
と
い
う
。
良

人
は
そ
れ
を
恥
じ
る
た
め
、
演
じ
る
者
は
少
な
く
、
今
は
少
な
い
。
逆
に

娼
優
が
演
じ
る
も
の
が
「
行
家
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ

る
」。
あ
る
人
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、
答
え
て
曰
く
、「
雑
劇
は
学
者

や
詩
人
が
作
っ
た
も
の
で
、
皆
良
人
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
作
っ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
、
娼
優
が
演
じ
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
そ
の
本
質
を
推
し
て

そ
の
理
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
戾
家
」
で
あ
る
」。
関
漢
卿
曰

く
、「
こ
れ
は
他
の
職
業
で
は
な
い
、
我
が
家
の
生
活
で
あ
り
、
彼
ら
は

た
だ
奴
隷
と
し
て
笑
い
を
提
供
し
、
我
々
に
奉
仕
す
る
だ
け
だ
。
子
弟
が

演
じ
る
の
は
、
我
が
家
の
風
月
で
あ
る
」。
こ
れ
は
冗
談
で
あ
る
が
、
理
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に
か
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
採
用
し
た
。）

こ
れ
に
よ
り
、
元
代
に
お
い
て
雑
劇
の
演
出
に
は
「
行
家
」
と

「
戾
家
」
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
り
、「
行
家
」
が
演
じ
る
も
の

は
「
華
林
戯
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
元
代
に
お
い
て
歌
妓

の
地
位
が
低
く
、
そ
の
演
技
が
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
、「
戾
家
」
が

「
行
家
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
文
の
三
つ
の
雑
劇
の
旦
角
と
歌
妓
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
劇
中

の
人
物
も
歌
妓
で
あ
り
、
劇
外
の
演
者
も
多
く
が
歌
妓
だ
っ
た
。
王

国
維
は
『
宋
元
戲
曲
考
』
中
で
は（

（1
（

、

　

然
『
青
楼
集
』
張
謂
奔
儿
為
風
流
旦
，
李
嬌
児
為
温
柔
旦
，

則
旦
疑
為
宋
元
娼
妓
之
称

　
（
然
る
と
、『
青
楼
集
』
に
お
い
て
張
奔
児
を
風
流
旦
、
李
嬌
児
を
温
柔

旦
と
称
す
る
な
ら
ば
、
旦
は
宋
元
時
代
の
娼
妓
の
称
号
で
あ
っ
た
疑
い
が

あ
る
）

と
述
べ
て
お
り
、「
旦
」
は
娼
妓
の
別
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
娼
妓
が
「
旦
」
の
役
を
演
じ
た
こ
と
は
、
元
代
に
お
い
て
娼
妓

が
雑
劇
の
演
技
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
娼
妓
は
売
春
業
だ
け
で
な
く
、
歌
舞
に
秀
で
て
お
り
、
雑

劇
の
出
演
と
い
う
重
要
な
役
割
も
担
っ
て
い
た
た
め
、
本
研
究
で
は

彼
女
た
ち
を
「
歌
妓
」
と
称
す
る
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
夏
庭
芝
の
『
青
楼
集
・
志（

（1
（

』
中
で
、

　

我
朝
混
一
区
宇
，
殆
将
百
年
，
天
下
歌
舞
之
妓
，
何
蚩
億

万
，
而
色
芸
表
表
在
人
耳
目
者
，
固
不
多
也

　
（
我
が
朝
が
天
下
を
統
一
し
て
ほ
ぼ
百
年
、
全
国
に
は
無
数
の
歌
舞
妓

が
い
る
が
、
そ
の
中
で
特
に
美
貌
と
技
芸
が
優
れ
、
人
々
の
記
憶
に
残
る

者
は
多
く
な
い
）

と
述
べ
て
い
る
。
元
代
の
芸
能
人
は
厳
し
い
社
会
環
境
と
生
活
環
境

の
中
で
苦
し
ん
で
い
た
が
、
そ
の
中
で
自
ら
の
技
術
を
高
め
、
元
代

の
演
劇
芸
術
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
三
つ
の
雑
劇
の
女
主
人
公
は
、

音
楽
の
才
能
を
熟
練
し
て
持
ち
、
か
つ
身
分
が
低
い
楽
戸
の
歌
妓
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

雑
劇
に
お
け
る
歌
妓
の
賤
民
意
識

歌
妓
は
元
代
の
文
化
発
展
の
重
要
な
一
環
と
し
て
、
元
代
の
演

劇
、
絵
画
、
文
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
に
存
在
し
て
い
た
。
元
代
に

は
、
市
井
や
地
方
に
は
必
ず
歌
妓
や
舞
妓
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
女

た
ち
の
活
動
は
、
琴
棋
書
画
、
歌
舞
弾
唱
、
詩
詞
歌
賦
な
ど
様
々
な

技
芸
を
包
括
し
、
自
由
で
開
放
的
な
公
共
空
間
を
形
成
し
、
元
代
の
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文
人
た
ち
が
風
流
を
楽
し
む
場
所
と
な
っ
て
い
た
。

『
趙
盼
児
風
月
救
風
塵
』
に
お
い
て
、
宋
引
章
が
登
場
す
る
場
面

で
、
宋
母
は
次
の
よ
う
に
言
う（

（1
（

。

　

老
身
汴
梁
人
氏
，
自
身
姓
李
，
夫
主
姓
宋
，
早
年
亡
化
已

過
。
只
有
這
个
女
孩
儿
，
叫
做
宋
引
章
。

　
（
老
身
は
汴
梁
の
出
身
で
、
姓
は
李
、
夫
は
姓
宋
、
早
年
に
亡
く
な
り

ま
し
た
。
唯
一
の
娘
が
こ
の
子
、
名
を
宋
引
章
と
言
い
ま
す
。）

宋
母
の
こ
の
言
葉
か
ら
、
宋
引
章
の
両
親
は
か
つ
て
存
命
で
あ
っ

た
も
の
の
、
父
親
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
宋
引
章
は
母
親
一
人
に

よ
っ
て
成
人
す
る
ま
で
育
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
関
漢
卿
は
作

品
の
中
で
宋
引
章
の
父
親
が
存
命
中
、
宋
母
と
宋
引
章
が
ど
の
よ
う

な
身
分
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
し
て
い
な
い
が
、
周
舍

が
登
場
し
た
際
に
は
、
宋
引
章
が
汴
梁
で
名
高
い
歌
妓
で
あ
る
こ
と

を
既
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
関
漢
卿
は
宋
引
章
が
宋
母
に
よ
っ

て
独
力
で
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
、
さ
ら
に
宋
引
章
が
歌
妓
で

あ
る
と
い
う
身
分
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
彼
女
の
家
庭
環
境
が

安
定
し
た
も
の
で
も
裕
福
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
成
長
過
程
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
心
か

ら
身
を
固
め
た
い
と
願
い
、
人
の
妻
と
な
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い

た
。
彼
女
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば（

（1
（

、

　

我
嫁
了
，
做
一
个
張
郎
家
婦
，
李
郎
家
妻
，
立
个
婦
名
，
我

做
鬼
也
風
流
的
。 

　
（
私
は
嫁
ぎ
、
張
郎
の
家
の
妻
、
李
郎
の
家
の
妻
と
な
り
、
妻
の
名
を

立
て
た
い
。
た
と
え
死
ん
で
も
洒
脱
で
あ
り
た
い
。）

先
述
の
よ
う
に
、
元
代
の
歌
妓
文
化
は
都
市
文
化
の
中
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
、
元
代
の
文
人
や
一
般
市
民
の
生
活
に
深
く
根
付
い

て
い
た
。
宋
引
章
の
よ
う
な
人
物
は
、
そ
の
文
化
の
一
部
と
し
て
描

か
れ
、
彼
女
た
ち
の
個
人
的
な
悲
劇
や
希
望
が
演
劇
や
文
学
の
中
で

表
現
さ
れ
た
。
宋
引
章
は
身
を
固
め
る
こ
と
を
切
に
願
い
な
が
ら

も
、
周
舍
の
富
に
惹
か
れ
、
安
秀
実
と
周
舍
の
間
で
迷
っ
た
末
、
周

舍
と
結
婚
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
宋
引
章
は
周
舍
が
結
婚

前
に
自
分
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
行
っ
た
努
力
が
、
実
は
娼
婦
を
騙
す

常
套
手
段
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
社
会
で
は
、
歌

妓
が
身
を
固
め
る
た
め
の
寛
容
な
環
境
は
な
く
、
娼
妓
や
俳
優
に
対

す
る
差
別
が
一
般
的
だ
っ
た
。
周
舍
は
有
名
な
遊
び
人
で
あ
り
、
宋

引
章
を
迎
え
る
際
に
も
、
彼
女
が
歌
妓
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
る
の

を
恐
れ
て
、
帰
宅
時
に
は
輿
を
中
に
入
れ
て
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ

う
に
し
た
。
最
終
的
に
趙
盼
児
が
宋
引
章
を
周
舍
の
手
か
ら
救
い
出

し
、
彼
女
を
安
秀
実
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
安
秀
実

は
、
実
は（

（2
（
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「
只
是
一
生
不
能
忘
情
花
酒
」

（
た
だ
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
花
酒
に
溺
れ
る
）

だ
け
の
誠
実
な
男
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
趙
盼
児
は
多
く
の
人
を
見
て

き
て
お
り
、
成
熟
し
て
老
練
な
女
性
で
あ
っ
た
た
め
、
周
舍
の
本
性

を
一
目
で
見
抜
い
た
。
彼
女
は（

（2
（

　
「
那
做
丈
夫
的
，
做
不
得
子
弟
；
做
子
弟
的
，
做
不
得
丈
夫
」 

　
（
夫
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
は
遊
び
人
で
は
な
い
。
遊
び
人
は
夫
と
し

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）

と
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
女
は

　
「
看
了
些
覓
前
程
俏
女
娘
，
見
了
些
鉄
心
腸
男
子
輩
」

　
（
将
来
を
考
え
た
若
い
女
性
た
ち
は
い
つ
も
冷
酷
無
情
な
男
性
に
出

会
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
）

　
「
好
人
家
怎
容
這
等
娼
优
」

　
（
良
家
は
こ
の
よ
う
な
娼
妓
を
受
け
入
れ
な
い
）

　
「
待
妝
嗰
老
実
，
学
三
从
四
德
；
争
乃
是
匪
妓
，
都
三
心
二

意
。」

　
（
誠
実
を
装
い
、
三
従
四
徳
を
学
ぶ
が
、
娼
妓
は
い
つ
も
三
心
二
意
だ
）

　
「
端
的
姻
縁
事
非
同
容
易
呵
」

　
（
自
分
に
は
結
婚
な
ん
か
容
易
で
は
な
い
）

な
ど
と
も
言
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
趙
盼
児
の
現
実
的
な
視
点
と
、
当
時
の
娼
妓

や
俳
優
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
を
反
映
し
て
い
る
。
彼
女
の
経
験
と

洞
察
力
は
、
宋
引
章
を
救
い
出
す
際
に
大
い
に
役
立
っ
た
が
、
そ
れ

で
も
歌
妓
が
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

『
金
線
池
』
の
中
で
杜
蕊
娘
は
歌
妓
制
度
に
対
し
て
激
し
く
非
難

し（
（2
（

、　
「
一
百
二
十
行
、
門
門
都
好
着
衣
吃
飯
；
偏
俺
這
一
門
，
卻

是
誰
人
制
下
的
？
忒
低
微
也
呵
！
」

　
（
百
二
十
も
の
職
業
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
は
皆
衣
食
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
の
に
、
ど
う
し
て
私
た
ち
の
こ
の
職
業
だ
け
が
、
誰
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
の
か
、
こ
ん
な
に
も
低
い
地
位
に
あ
る
の
か
？
本
当
に
低

く
見
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
！
）

と
言
っ
て
い
る
。
杜
蕊
娘
は
こ
の
よ
う
な
低
い
地
位
に
対
す
る
不
満
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の
取
り
決
め
は
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
受
動
的
な
立
場
と
無

力
さ
を
反
映
し
て
い
る
。
元
代
の
入
贅
婚
制
度
は
、
女
性
の
婚
姻
と

家
庭
内
で
の
地
位
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
特
に
、
社
会
風
潮
が
だ

ん
だ
ん
開
放
的
に
な
る
背
景
の
中
で
は
、
女
性
の
婚
姻
に
お
け
る
自

主
性
が
あ
る
程
度
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
竇
娥
の

遭
遇
は
、
こ
の
時
代
の
女
性
の
悲
劇
的
な
運
命
の
象
徴
で
あ
り
、
彼

女
の
冤
罪
と
悲
惨
な
運
命
は
、
当
時
の
社
会
が
女
性
に
対
し
て
抱
え

て
い
た
不
公
と
抑
圧
を
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
文
化
が
中
原
の
農
耕
文
化
と
衝

突
し
た
際
、
男
尊
女
卑
の
文
化
観
念
に
一
定
の
影
響
を
与
え
、
女
性

た
ち
が
自
身
の
自
我
意
識
を
覚
醒
し
始
め
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

に
よ
り
、
た
と
え
賤
民
で
あ
っ
て
も
、
女
性
と
し
て
合
法
で
独
立
し

た
生
存
空
間
を
持
ち
、
自
己
の
運
命
と
生
活
の
主
人
で
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
。
こ
こ
で
、
元
代
以
前
の
文
学
作
品
が
文

人
た
ち
の
高
み
か
ら
歌
妓
を
見
下
す
視
点
で
描
か
れ
て
い
た
。
例
え

ば
唐
代
の
作
家
元
稹
の
作
品
『
莺
莺
伝
』
に
お
い
て
、
主
人
公
の
張

生
は
、
莺
莺
の
美
貌
と
才
智
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
が
、
莺
莺
の
身
分

が
低
い
た
め
、
最
終
的
に
自
ら
の
社
会
的
地
位
や
名
誉
を
考
慮
し
、

莺
莺
を
娶
る
こ
と
を
断
念
し
、
彼
女
を
離
れ
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
こ

の
行
為
は
一
見
、
愛
に
対
す
る
裏
切
り
と
批
判
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、

元
稹
の
筆
致
に
お
い
て
、
作
者
は
張
生
が
礼
教
を
守
ろ
う
と
す
る
行

動
を
主
観
的
に
讃
美
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
関
漢
卿
の
作
品
は

と
人
格
意
識
の
目
覚
め
、
不
合
理
な
歌
妓
制
度
へ
の
疑
問
と
身
を
立

て
る
意
志
を
示
し
て
い
る
。

中
国
は
律
令
制
の
封
建
社
会
で
あ
り
、
長
い
間
厳
格
な
階
級
制
度

を
持
ち
、
そ
の
礼
儀
規
範
と
道
徳
倫
理
が
人
々
の
心
に
深
く
根
付
い

て
い
た
。
こ
れ
は
女
性
の
貞
操
に
厳
し
い
要
求
を
持
つ
父
権
社
会
で

あ
っ
た
。
一
方
、
元
代
の
モ
ン
ゴ
ル
族
は
遊
牧
民
族
で
あ
り
、
ま
だ

父
権
社
会
へ
の
過
渡
期
に
あ
り
、
母
権
制
の
風
習
を
多
く
残
し
て
い

た
。
例
え
ば
、
当
時
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
婚
俗
で
は
、
男
子
が
女
家
に

入
っ
て
仆
役
を
数
年
務
め
た
後
に
妻
を
連
れ
て
帰
る
と
い
う
入
贅
婚

が
存
在
し
て
い
た
。
も
う
一
部
関
漢
卿
の
雑
劇
作
品
『
竇
娥
冤
』
に

は
、
当
時
の
入
贅
婚
の
現
象
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
劇
の
中
心
的

な
問
題
は
竇
娥
の
冤
罪
と
不
当
な
扱
い
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
主

人
公
竇
娥
の
夫
は
早
く
に
亡
く
な
り
、
彼
女
は
寡
婦
と
な
る
。
元
代

社
会
で
は
、
寡
婦
が
守
節
す
る
と
い
う
観
念
が
深
く
根
付
い
て
お

り
、
社
会
は
寡
婦
に
忠
誠
を
守
り
再
婚
し
な
い
こ
と
を
期
待
し
て
い

た
。
竇
娥
は
寡
婦
と
し
て
、
継
母
や
家
族
か
ら
の
圧
力
に
直
面
し
な

が
ら
も
、
強
い
個
性
と
独
立
し
た
意
識
を
示
し
て
い
る
。『
竇
娥
冤
』

の
中
で
、
竇
娥
の
継
母
は
入
贅
婚
を
利
用
し
て
竇
娥
の
財
産
を
支
配

し
よ
う
と
し
、
彼
女
を
貧
し
い
、
愛
し
て
い
な
い
男
性
に
嫁
が
せ
よ

う
と
す
る
。
入
贅
婚
は
元
代
の
蒙
古
族
の
間
で
比
較
的
広
く
行
わ
れ

て
お
り
、
一
定
の
程
度
で
伝
統
的
な
父
権
的
な
婚
姻
構
造
を
打
破
し

た
。
竇
娥
は
直
接
的
に
入
贅
婚
を
経
験
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
婚
姻
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異
な
る
。
関
漢
卿
は
平
等
な
態
度
を
持
ち
、
歌
妓
と
し
て
の
彼
女
た

ち
を
本
当
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
関
漢
卿
の
恋
愛
作
品
に
お
い
て
、
歌
妓
た
ち
は
愛
と

結
婚
を
追
求
す
る
過
程
で
、
以
前
の
歌
妓
特
有
の
受
動
性
や
自
卑
を

捨
て
、
女
性
の
貞
操
観
念
の
束
縛
を
弱
め
た
。
劇
中
の
女
性
た
ち
は

よ
り
自
信
を
持
ち
、
勇
敢
に
自
分
の
愛
を
表
現
し
、
理
想
の
愛
を
追

求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
伝
統
的
な
観

念
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
意
志
で
行
動
す
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。『
金
線
池
』
の
中
、
杜
蕊
娘
が（

（2
（

　
「
韓
輔
臣
如
今
又
纏
上
一
个
粉
頭
，
强
似
你
多
哩
」

　
（
韓
輔
臣
は
今
、
新
し
い
遊
女
に
夢
中
で
、
そ
の
娘
は
あ
な
た
よ
り

ず
っ
と
優
れ
て
い
る
の
で
す
。）

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
時
、
韓
輔
臣
の
突
然
の
別
れ
が
愛
へ
の
裏
切

り
だ
と
考
え
た
の
は
無
理
も
な
い
。
し
か
し
、
愛
に
対
し
て
真
摯
で

熱
心
で
あ
り
、
高
い
誇
り
を
持
つ
杜
蕊
娘
は
、
老
鸨
が
言
っ
た
韓
輔

臣
の
「
変
心
」
に
対
し
て
、
一
切
失
望
し
な
か
っ
た
。

元
代
の
統
治
者
は
中
心
都
市
の
経
済
発
展
を
重
視
し
て
い
た
た

め
、
中
心
都
市
の
経
済
は
急
速
に
発
展
し
繁
栄
し
た
。
都
市
の
繁
栄

は
、
多
く
の
勾
欄（

（2
（

の
出
現
を
意
味
し
て
い
た
。
芸
能
人
と
し
て
、
彼

女
ら
は
生
き
る
た
め
に
基
本
的
な
衣
食
住
の
要
求
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
、
彼
女
ら
が
提
供
で
き
る
も
の
は
主
に
演
技
芸
術
で
あ
る
。
芸

能
人
の
多
く
は
貧
困
層
か
ら
出
て
お
り
、
芸
術
を
通
じ
て
生
計
を
立

て
る
こ
と
が
主
な
手
段
だ
っ
た
。『
青
楼
集
・
志
』
に
は
こ
う
記
さ

れ
て
い
る（

（2
（

：

　
「
内
而
京
師
，
外
而
郡
邑
，
皆
有
所
謂
勾
欄
者
，
辟
優
萃
而

隶
楽
，
観
者
揮
金
与
之
。」

　
（
京
の
内
外
、
郡
や
邑
の
外
で
も
、
す
べ
て
勾
欄
と
呼
ば
れ
る
場
所
が

あ
り
、
芸
人
が
集
ま
っ
て
演
技
を
し
、
観
客
は
金
銭
を
投
げ
与
え
て
楽
し

ん
で
い
る
。）

こ
れ
に
よ
り
、
当
時
の
娼
妓
業
の
発
展
の
盛
況
が
伺
え
、
元
劇
の

繁
栄
に
も
寄
与
し
た
。
同
時
に
、
劇
作
家
は
元
雑
劇
を
創
作
す
る 

際
に
、
理
想
的
な
青
楼
女
子
の
形
象
を
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に 

な
っ
た
。

杜
蕊
娘
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
元
代
の
都
市
文
化
と
経
済

の
繁
栄
の
中
で
生
ま
れ
、
彼
女
た
ち
は
演
技
芸
術
を
通
じ
て
自
立
し

よ
う
と
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
愛
に
対
す
る 

真
摯
な
態
度
と
誇
り
を
持
ち
な
が
ら
、
逆
境
に
立
ち
向
か
う
力
強 

い
女
性
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
当
時
の
社
会
環
境
と
芸
術
文
化
の
中
で
特
に
際
立
っ
た
存
在
で

あ
っ
た
。
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『
謝
天
香
』
中
の
謝
天
香
は
孤
直
で
剛
毅
な
性
格
を
持
ち
、
権
力

や
富
貴
に
媚
び
ず
、
自
身
の
楽
戸
の
身
分
を
理
由
に
卑
屈
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
錢
大
尹
が
彼
女
と
柳
永
の
愛
を
守
り
成
就
さ
せ
る
た
め

に
彼
女
を
妾
に
迎
え
よ
う
と
提
案
し
た
と
き
、
謝
天
香
は
丁
寧
な
が

ら
も
機
知
に
富
ん
だ
方
法
で
こ
れ
を
婉
曲
に
拒
否
し
た
。
彼
女
の
言

葉
は（

（2
（

　
「
相
公
名
誉
伝
天
下
，
妾
身
楽
籍
在
教
坊
。
量
妾
身
是
个
妓

女
排
場
。
相
公
是
当
代
名
儒
，
妾
身
則
好
去
待
賓
客
，
供
些
優

唱
。
妾
身
是
臨
路
金
絲
柳
，
相
公
是
架
海
紫
金
梁
。
想
你
便
意

錯
見
心
錯
愛
，
怎
做
得
门
厮
敵
戸
厮
当
？
」

　
（
相
公
の
名
誉
は
天
下
に
知
れ
渡
り
、
妾
は
教
坊
の
楽
籍
に
あ
り
ま
す
。

妾
は
た
だ
の
妓
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。
相
公
は
当
代
の
名
儒
で
あ
り
、
妾
は

た
だ
客
を
も
て
な
し
、
歌
を
供
す
る
だ
け
で
す
。
妾
は
路
傍
の
金
の
柳
、

相
公
は
海
を
支
え
る
黄
金
の
梁
。
あ
な
た
が
誤
っ
て
妾
を
愛
し
て
し
ま
っ

た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
身
分
違
い
の
夫
婦
に
な
れ
ま
し
ょ
う
か
？
）

と
、
彼
女
の
自
尊
心
と
現
実
の
厳
し
さ
を
反
映
し
て
い
る
。

歌
妓
や
俳
優
は
低
い
身
分
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
社
会

か
ら
人
格
の
尊
厳
を
求
め
、
他
者
と
同
じ
平
等
な
権
利
を
求
め
て
い

る
。
趙
盼
児
の
よ
う
に
侠
気
と
機
知
に
満
ち
た
女
性
だ
け
で
な
く
、

自
由
と
平
等
、
人
格
の
尊
厳
を
求
め
て
勇
敢
に
声
を
上
げ
る
杜
蕊
娘

の
よ
う
な
女
性
も
存
在
し
て
い
る
。

杜
蕊
娘
の
言
葉
は
、
歌
妓
業
界
の
現
実
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る（

（2
（

。

　
「
則
俺
這
不
義
之
门
，
那
里
有
買
売
営
運
？
无
資
本
，
全
凭

五
个
字
迭
辦
金
銀
。（
帯
云
）
可
是
那
五
个
字
？
（
唱
）
无
這
是
ʻ

悪
，
劣
，
乖
，
毒
，
狠
！
」

　
（
私
た
ち
の
こ
の
不
義
の
門
に
は
、
ど
こ
に
商
売
や
経
営
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
？
資
本
も
な
く
、
全
て
が
五
つ
の
字
で
金
銀
を
や
り
く
り
し
て

い
る
の
で
す
。（
語
る
）
そ
の
五
つ
の
字
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
（
歌
う
）

そ
れ
は
、
た
だ
た
だ
『
悪
、
劣
、
乖
、
毒
、
狠
』
に
過
ぎ
ま
せ
ん
！
）

関
漢
卿
の
恋
愛
劇
作
品
は
、
歌
妓
た
ち
が
運
命
に
縛
ら
れ
る
こ
と

を
拒
否
し
、
立
ち
上
が
る
精
神
を
讃
え
て
い
る
。
彼
は
目
覚
め
た
女

性
の
意
識
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
賤
視
歌
妓
女
性
の
人
格
地
位
を
批

判
し
、
彼
女
た
ち
が
尊
厳
と
平
等
を
求
め
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
関

漢
卿
の
作
品
は
、
歌
妓
の
女
性
た
ち
の
尊
厳
を
守
り
、
そ
の
意
識
の

覚
醒
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。

四　

歌
妓
た
ち
身
分
の
現
実

演
劇
は
現
実
社
会
の
出
来
事
や
人
々
の
感
情
、
社
会
問
題
な
ど
を

題
材
に
し
て
物
語
を
展
開
し
て
、
登
場
人
物
の
行
動
や
台
詞
を
通
じ
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て
、
観
客
に
現
実
の
一
面
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
観
客
は
自
分
た
ち
の
社
会
や
人
生
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、
演
劇
は
現
実
か
ら
の
逃
避
手
段

と
も
な
り
得
る
。
物
語
の
中
で
は
、
現
実
で
は
あ
り
得
な
い
出
来
事

や
夢
の
よ
う
な
状
況
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
観
客
は
そ
の
非

現
実
的
な
世
界
に
浸
る
こ
と
で
、
日
常
か
ら
一
時
的
に
解
放
さ
れ

る
。
こ
れ
は
夢
と
幻
想
の
世
界
と
も
言
え
よ
う
。
本
文
に
お
け
る
関

漢
卿
の
三
つ
の
雑
劇
は
、
自
ら
の
運
命
を
掌
握
し
よ
う
と
抗
争
す
る

女
性
像
を
描
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
演
劇
の

中
の
幻
想
の
世
界
に
過
ぎ
な
い
。
現
実
の
元
代
に
お
け
る
歌
妓
や
文

人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
に
直
面
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

元
代
に
お
い
て
、
女
性
の
活
動
を
制
限
す
る
た
め
の
立
法
が
行
わ

れ
た
。
通
常
、
法
律
は
社
会
の
発
展
に
対
し
て
遅
れ
る
も
の
だ
が
、

こ
れ
は
元
代
に
お
け
る
男
女
の
不
平
等
の
観
念
が
既
に
広
ま
り
、
社

会
に
深
く
根
付
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
も
し
雑
劇
の
中
の
女
役
は
現
実
の
人
に
な
っ
た
ら
、
ど
う

い
う
よ
う
な
生
活
が
あ
る
だ
ろ
う
。

元
代
の
法
律
書
『
元
典
章
』
中
の
「
不
許
婦
人
訴
」
に
関
す
る
記

述
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る（

（2
（

。

　

皇
慶
二
年
十
二
月
初
九
日
，
承
奉
江
浙
行
省
札
付
：
准
中
書

省
咨
：
…
…
本
部
議
得
：
婦
人
之
義
，
惟
主
中
饋
，
代
夫
出

訟
，
有
違
礼
法
。
此
等
僥
幸
，
在
在
如
是
，
不
加
禁
約
，
敗
俗

弥
深
。
以
此
参
詳
：
凡
婦
人
代
替
男
子
経
官
告
辨
詞
訟
，
合
准

所
言
，
通
行
禁
止
。
若
果
寡
居
无
依
，
及
虽
有
子
男
，
别
因
他

故
妨
碍
，
事
須
論
訴
者
，
不
拘
此
例
。
如
蒙
准
呈
，
遍
行
照
会

相
応
。
都
省
准
擬
，
依
上
施
行
。

　
（
皇
慶
二
年
十
二
月
初
九
日
、
江
浙
行
省
か
ら
の
命
令
を
承
け
、
中
書

省
の
相
談
に
基
づ
い
て
…
…
本
部
の
議
論
に
よ
る
と
、
婦
人
の
義
務
は
家

庭
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
夫
に
代
わ
っ
て
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
礼
法
に

反
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
ど
こ
で
も
見
ら
れ
、
禁
止
し
な
い
と
風
俗

が
乱
れ
る
。
よ
っ
て
、
婦
人
が
男
性
に
代
わ
っ
て
官
に
訴
え
る
こ
と
を
全

面
的
に
禁
止
す
る
。
し
か
し
、
も
し
寡
婦
が
無
依
頼
の
状
態
に
あ
り
、
ま

た
は
息
子
が
い
る
も
の
の
、
他
の
理
由
で
代
わ
り
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
限
り
、
例
外
と
し
て
寡
婦
本
人
が
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
。
こ
れ
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
全
て
の
場
所
で
こ
れ
に
従
う
よ
う

に
照
会
す
る
。）

一
般
的
に
、
女
性
は
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
が
、

寡
婦
で
子
供
が
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
息
子
が
い
る
が
何
ら
か
の
理

由
で
代
わ
り
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
寡
婦
本
人
が

訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
元
代
に

お
け
る
女
性
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
と
、
男
女
間
の
不
平
等
を
反
映

し
て
い
る
。
社
会
的
に
は
女
性
の
権
利
が
制
限
さ
れ
、
法
的
に
も
そ
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の
活
動
が
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
女
性
は
家
庭

内
で
の
役
割
に
限
定
さ
れ
、
社
会
や
法
的
な
場
で
の
発
言
権
や
行
動

の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
女
性
の
司
法
訴
訟
参
加
を
禁
止
す
る

こ
と
は
、
元
代
社
会
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
性
別
不
平
等
の
認
識

を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
古
代
か
ら
ず
っ
と
あ
る
父
権

と
夫
権
を
強
化
す
る
不
公
平
は
、
元
代
の
女
性
が
現
実
生
活
に
お
い

て
家
庭
内
に
安
住
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
公
開
の
場
で
発
言
す
る

権
利
を
徐
々
に
奪
わ
れ
、
父
権
と
夫
権
の
影
響
下
に
従
わ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
状
況
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
歌
妓
は
一
般
の
女
性
と

は
異
な
り
、
多
く
の
楽
戸
の
女
性
は
普
通
の
女
性
と
は
違
っ
た
存
在

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
歌
妓
た
ち
は
独
立
を
渇
望
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

元
代
は
蒙
古
族
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
漢
族
文
人
の
地
位
は
前
代
と

は
異
な
る
。
元
代
の
科
挙
制
度
は
漢
族
に
対
し
て
一
定
の
制
限
を
設

け
、
蒙
古
族
の
昇
進
を
有
利
に
し
た
た
め
、
多
く
の
漢
族
文
人
は
昇

進
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
文
人
は
自
ら
の
政
治
的

な
要
求
を
雑
劇
の
創
作
を
通
じ
て
表
現
し
、
こ
れ
が
元
雑
劇
の
繁
栄

に
最
も
直
接
的
な
条
件
を
提
供
し
た
。
雑
劇
の
創
作
に
従
事
す
る
文

人
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
青
楼
に
出
入
り
し
、
直
接
雑
劇
を
演
じ
る
歌

妓
た
ち
と
接
触
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
歌
妓
た
ち
は
社
会
的
に
認

め
ら
れ
な
い
文
人
た
ち
の
期
待
と
一
致
す
る
方
向
を
持
つ
こ
と
が
多

く
、
趙
盼
児
の
よ
う
な
賤
民
の
運
命
と
戦
う
理
想
化
さ
れ
た
歌
妓
の

イ
メ
ー
ジ
が
雑
劇
作
品
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
楽
戸
の
女
性

た
ち
は
、
社
会
的
地
位
が
低
く
て
も
、
自
分
の
生
き
方
を
追
求
し
、

自
立
し
た
存
在
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

本
文
の
三
つ
の
雑
劇
は
す
べ
て
、
歌
妓
た
ち
の
愛
情
と
結
婚
生
活

を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
が
、
元
代
に
お
け
る
歌
妓
た
ち
の
実
際
の

婚
姻
制
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
古
代

社
会
で
は
、
婚
姻
関
係
は
し
ば
し
ば
家
柄
や
門
第
を
基
盤
と
し
て
お

り
、
婚
姻
の
成
立
は
門
第
観
念
の
制
約
を
超
え
る
こ
と
が
難
し
い
も

の
で
あ
る
。「
良
賤
不
婚
」
は
、
古
代
社
会
の
階
級
的
な
尊
卑
制
度

を
反
映
し
て
い
る
。
唐
代
の
法
律
で
良
賤
間
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
規

定
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た（

（2
（

。

　

人
各
有
耦
，
色
类
須
同
。

　
（
人
そ
れ
ぞ
れ
に
配
偶
が
あ
り
、
身
分
の
種
類
を
同
じ
く
す
る
必
要
が

あ
る
）

各
階
層
の
人
々
は
、
同
じ
身
分
の
範
囲
内
で
婚
姻
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
、
も
し
異
な
る
身
分
同
士
で
婚
姻
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ

は
違
法
行
為
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
分
を
越
え
た
婚
姻
が

行
わ
れ
た
場
合
、
法
律
に
従
っ
て
処
罰
が
科
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

婚
姻
自
体
も
解
消
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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元
代
の
芸
能
人
た
ち
は
「
当
色
為
婚
」
の
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
つ
ま
り
彼
ら
の
婚
姻
は
芸
人
内
部
で
同
じ
団
体
の
中
か
ら

配
偶
者
を
見
つ
け
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
元
代
社
会
に
お
い

て
、
統
治
階
級
は
法
律
制
度
を
通
じ
て
芸
人
の
婚
姻
に
制
限
を
加
え

て
い
た
。『
元
典
章
』
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

楽
人
只
教
嫁
楽
人
，
咱
們
根
底
近
行
的
人
，
并
官
人
每
，
其

他
的
人
每
，
若
娶
楽
人
做
媳
婦
呵
，
要
了
罪
過
，
听
离
了
者
。

　
（
楽
人
は
楽
人
と
だ
け
結
婚
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
我
々
の
よ
う
な

下
層
階
級
の
人
々
や
官
人
、
そ
の
他
の
人
々
が
楽
人
を
妻
に
娶
る
こ
と
は

罪
で
あ
り
、
離
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
楽
人
は
内
部
で
配
偶
者
を

見
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。）

『
元
史
・
刑
法
志
』
に
は（

（3
（

　

職
官
娶
娼
為
妻
者
，
笞
五
十
七
，
解
職
，
离
离
之
。

　
（
職
官
が
娼
妓
を
妻
に
娶
っ
た
場
合
、
笞
五
十
七
、
職
を
解
か
れ
、
強

制
的
に
離
婚
さ
せ
ら
れ
る
。）

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
官
員
は
歌
妓
を
妻
に
娶
る
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
違
反
し
た
場
合
は
厳
し
い
処
罰
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
法
律
制
度
は
明
確
に
、
芸
人
は
芸
人
と
だ
け
結
婚
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
、
他
の
人
が
芸
人
を
妻
に
娶
っ
た
場
合
は
強
制
的

に
離
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
法
律
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
謝
天
香
』

や
『
金
線
池
』
の
よ
う
な
元
雑
劇
に
は
、
女
歌
妓
が
身
分
を
改
め
て

官
吏
に
嫁
ぐ
と
い
う
物
語
が
繰
り
返
し
登
場
し
た
。
こ
れ
は
当
時
ま

で
踏
襲
し
た
法
律
書
の
記
録
と
は
一
致
し
て
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

現
象
は
、
作
者
が
作
品
を
通
じ
て
美
し
い
願
望
や
理
想
を
託
し
て
い

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
元
代
の
文
人
た
ち
は
歌
妓
と

多
く
交
際
し
て
お
り
、
彼
ら
の
間
に
は
お
互
い
を
惜
し
む
感
情
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
劇
作
家
は
美
し
く
善
良
な
女
芸
人
が
差
別
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
幸
せ
な
結
末
を
迎
え
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
実
際

に
は
、
こ
れ
は
歌
妓
の
人
格
や
地
位
を
軽
視
す
る
人
々
へ
の
批
判
で

あ
り
、
尊
卑
の
階
級
観
念
に
対
す
る
抗
議
で
も
あ
る
。

婚
姻
の
制
限
に
加
え
て
、
元
代
で
は
歌
妓
に
対
し
て
さ
ら
に
直
接

的
な
軽
視
の
制
限
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
歌
妓
た
ち
の
地
位
が

卑
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
外
的
な
標
識
で
あ
る
。
元
代
の
法

書
『
通
制
条
格
』
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

娼
家
出
入
，
止
服
皂
褙
子
，
不
得
乘
坐
車
馬
，
餘
依
旧
制
。 

　
（
娼
家
の
出
入
り
に
は
、
黒
い
褙
子
（
背
子
）
を
着
る
こ
と
と
し
、
車

馬
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
他
は
旧
制
に
従
う
。）
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ま
た
、『
元
史
・
刑
法
志
四
』
に
は（

（3
（

　

娼
家
出
入
，
止
服
皂
背
，
不
許
乘
坐
車
馬
。

　
（
娼
家
の
出
入
り
に
は
、
黒
い
背
子
を
着
る
こ
と
と
し
、
車
馬
に
乗
る

こ
と
を
許
さ
な
い
。）

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
歌
妓
た
ち
の
地
位
の
低
さ
が
さ
ら
に
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
。
歌
妓
と
良
民
を
区
別
す
る
た
め
に
歌
妓
た
ち
は
特
定
の

服
装
を
強
い
ら
れ
、
車
馬
の
使
用
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
規
制
は
、
娼
妓
が
他
の
人
々
と
は
異
な
る
低
い
社
会
的
地
位
に
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
な
差
別
を
強
調
す
る
も
の
で

あ
る
。

そ
の
よ
う
な
現
実
に
も
関
わ
ら
ず
、
元
代
の
雑
劇
作
品
に
描
か
れ

る
歌
妓
た
ち
は
、
単
な
る
娯
楽
の
対
象
で
は
な
く
、
独
立
し
た
意
志

と
自
己
を
持
つ
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
女

た
ち
の
物
語
は
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
位
置
づ
け
や
、
性

別
不
平
等
に
対
す
る
批
判
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
関
漢

卿
な
ど
の
劇
作
家
た
ち
は
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち
の
姿
を
通
じ
て
、

よ
り
広
い
社
会
的
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
観
客
に
考
え
さ
せ
る
意

図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五　

む
す
び

中
国
の
伝
統
的
な
封
建
道
徳
倫
理
の
影
響
を
受
け
て
、
普
通
の
良

民
の
女
性
が
雑
劇
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
は
難
し
か
っ
た
た
め
、
一
部

の
女
性
役
は
歌
妓
に
よ
っ
て
の
み
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
た
め
、
元
代
の
歌
妓
が
雑
劇
の
舞
台
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
は
歴
史
的
な
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
。

本
論
文
で
と
り
あ
げ
た
三
つ
雑
劇
は
、
歌
妓
の
感
情
生
活
と
運
命

を
描
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
歌
妓
が

身
分
を
捨
て
て
正
道
を
歩
む
過
程
を
描
い
て
お
り
、
時
に
は
宋
引
章

の
よ
う
に
自
滅
的
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
る
。
関
漢
卿
の
筆
下

の
歌
妓
た
ち
は
、
二
人
の
真
摯
な
愛
情
だ
け
で
な
く
、
幸
せ
な
結
婚

生
活
も
望
ん
で
い
る
。
ま
た
、
彼
の
作
品
は
俗
悪
な
拝
金
主
義
を
批

判
し
、
歌
妓
を
美
し
い
人
間
性
の
光
を
放
つ
存
在
と
し
て
描
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
雑
劇
は
、
歌
妓
が
賤
籍
を
捨
て
て
正
道
を
歩
む
物
語

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
元
代
の
社
会
現
実
と
は
異
な

り
、
関
漢
卿
が
理
想
的
な
構
築
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。
彼
の
雑
劇
は
、
現
実
の
社
会
状
況
を
超
え
て
、
歌
妓
た
ち
が
理

想
の
生
活
を
追
求
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
関
漢
卿
の
作
品
に
は
、

彼
が
社
会
の
不
平
等
や
偏
見
に
対
し
て
批
判
的
な
視
点
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
彼
は
歌
妓
を
単
な
る
娯
楽
の
対
象
と
し
て
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で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
い
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
関
漢
卿
は
社
会
の
伝
統
的
な
価
値
観
や
制
度
に
対
す

る
挑
戦
を
表
明
し
、
よ
り
平
等
で
公
正
な
社
会
の
理
想
を
訴
え
た
。

関
漢
卿
の
雑
劇
は
、
彼
の
生
き
た
時
代
の
社
会
問
題
や
人
間
の
複

雑
な
感
情
を
深
く
掘
り
下
げ
、
現
実
を
超
え
た
理
想
的
な
物
語
を
通

じ
て
観
客
に
訴
え
か
け
た
。
彼
の
作
品
は
、
元
代
の
社
会
と
文
化
を

理
解
す
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
今
も
な
お
そ
の
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。

元
雑
劇
は
、
そ
の
豊
か
な
内
容
と
形
式
か
ら
、
多
く
の
観
客
に
支

持
さ
れ
、
社
会
に
影
響
を
与
え
る
存
在
と
な
っ
た
。
文
人
た
ち
は
、

劇
を
通
じ
て
自
ら
の
声
を
届
け
、
社
会
に
訴
え
か
け
る
手
段
と
し
て

劇
作
を
用
い
た
。
元
代
の
劇
作
家
た
ち
の
努
力
と
才
能
は
、
元
雑
劇

を
文
化
的
に
豊
か
で
多
様
な
も
の
と
し
、
そ
の
後
の
中
国
演
劇
の
発

展
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
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